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○武雄市企業立地の促進に関する条例施行規則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武雄市企業立地の促進に関する条例（以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（新規雇用従業員） 

第２条 条例第２条第４号の規則で定めるものは、新設又は増設に伴い新たに雇用（当

該雇用に伴い他の雇用従業員の削減を行わない場合に限る。）された常用労働者（労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条第１項の労働者名簿に記載された者

をいう。）のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。 

（１） 新設又は増設に係る事業所に１年以上雇用されたもの 

（２） 雇用保険の一般被保険者であるもの 

（３） 申請時において在職し、かつ、市内に住所を有するもの 

（特定転入者） 

第３条 条例第２条第６号の規則で定めるものは、３親等以内の親族が本市に１０年以

上住所を有するものをいう。 

（便宜供与） 

第４条 条例第３条に規定する便宜の供与を受けようとする者は、便宜供与申請書（様

式第１号）に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付のうえ市長に申請しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

便宜供与認定書（様式第２号）を申請者に交付する。 

（操業支援補助金） 

第５条 条例第４条第２項第４号に規定する操業支援補助金の名称、補助対象者及び補

助額は、次の表に定めるとおりとする。 

補助金の名称 補助対象者 補助額 

工業用水使用

料補助金 

武雄市工業用水道事業給水条例

（平成１８年条例第１９７号）又は

杵島工業用水道企業団給水条例（昭

和５３年杵島工業用水道企業団条

当該工業用水使用料金に相当する

額。ただし、事業開始後３年間分の使

用料金に相当する額を限度とする。 
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例第２号）に基づく工業用水を使用

した者 

上水道使用料

補助金 

武雄市水道事業給水条例（平成１

８年条例第１９５号）に基づく水道

を使用した者 

当該水道使用料金に相当する額。た

だし、事業開始後３年間分の使用料金

に相当する額を限度とする。 

環境施設整備

等補助金 

工場立地法施行規則（昭和４９年

大蔵省・厚生省・農林省・通商産業

省・運輸省令第１号）第３条又は第

４条に基づく緑地又は緑地以外の

環境施設の整備を行った者 

当該施設整備に要する経費。ただ

し、事業開始後３年以内までに行った

施設整備に要する経費を限度とする。 

新エネルギー

利用施設整備

補助金 

太陽光発電、風力発電等環境への

負荷の少ない新エネルギー利用施

設の整備を行った者 

当該施設整備に要する経費。ただ

し、事業開始後３年以内までに行った

施設整備に要する経費を限度とする。 

電気、ガス使用

料補助金 

電気又はガスの供給を受けた者 当該電気料金又はガス料金に相当

する額（事業所における製品生産に係

るものに限る。）。ただし、事業開始

後３年間分の使用料金に相当する額

を限度とする。 

小規模用地取

得補助金 

市内の工業用地１ヘクタール以

上を取得した者（条例第９条に規定

する用地取得補助金の交付を受け

た者を除く。） 

当該用地の取得に要する経費。ただ

し、３，０００万円を限度とする。 

その他市長が

特に認める補

助金 

武雄市企業誘致奨励措置適用対

象事業所等認定審査委員会（以下

「認定委員会」という。）で認定さ

れた者 

認定委員会で認定された額 

（固定資産の取得費） 

第６条 条例第４条第１項に規定する新設又は増設による土地、建物及び償却資産の取

得費は、新設又は増設に要する土地、建物及び償却資産の取得に要する費用並びに建

物の建設に要する経費とし、土地の造成、建物の改装及び償却資産の改造に要する費

用は含まないものとする。 
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（申請） 

第７条 条例第１０条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。 

（１） 固定資産税課税免除（減免）申請書（様式第３号） 

（２） 雇用奨励金交付申請書（様式第４号） 

（３） 利子補給金交付申請書（様式第５号） 

（４） 操業支援補助金交付申請書（様式第６号） 

（決定の通知） 

第８条 条例第１１条に規定する決定通知書は、様式第７号による。 

（交付請求） 

第９条 条例第１２条に規定する交付請求書は、様式第８号による。 

（変更等の届出） 

第１０条 条例第１３条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。 

（１） 申請事項変更届（様式第９号） 

（２） 事業廃止（休止）届（様式第１０号） 

（３） 事業承継届（様式第１１号） 

（操業支援補助金に係る実績報告及び確定通知） 

第１１条 操業支援補助金に係る交付申請書は当該補助金に係る実績報告書と、当該補

助金に係る決定通知書は当該補助金に係る確定通知書と兼ねることができる。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 
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様式第１０号（第１０条関係） 

様式第１１号（第１０条関係） 

 


